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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
マイクロ波信号を発生するマイクロ波発振器と、前記マイクロ波信号を送信する送信アン
テナと、前記送信アンテナから送信された前記マイクロ波信号が物標で反射された信号を
受信し受信信号を出力する受信アンテナと、前記送信信号と前記受信信号を混合して検波
信号を出力する検波手段と、前記検波信号をＡ/Ｄ変換して検波データを出力するＡ/Ｄ変
換器と、前記検波データに基づき物標の存在の有無を判定する演算処理手段とを具備する
物標検知装置を少なくとも２台配置した物標検知システムであって、
物標が存在しない状態で検出される検波データと物標が存在する状態で検出される検波デ
ータとの差を求めることにより得られる第１の信号ベクトル成分（ｘ）を出力する第１の
物標検知装置と、
物標が存在しない状態で検出される検波データと物標が存在する状態で検出される検波デ
ータとの差を求めることにより得られる第２の信号ベクトル成分（ｙ）を出力する第２の
物標検知装置と、
前記第１の信号ベクトル成分（ｘ）と前記第２の信号ベクトル成分（ｙ）との位相差を求
め、この位相差に基づいて物標の方向を判定する演算処理装置と
を具備することを特徴とする物標検知システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、例えば駐車区画での物標の有無及び物標の方向を検知する物標検知装置及び
物標検知システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、駐車場などで車両や人の有無を検知する装置には、光遮断方式、超音波反射波検
知方式、コイルを用いた磁界変化検出方式などがある。
【０００３】
　光遮断方式、超音波反射波検知方式を採用した車両検知装置では、各駐車ブロックの入
口近傍にポールを立ててそのポール内に発光装置や超音波の発振器を組み込んだり、駐車
場の天井に各ブロックに向けて光や超音波等を発するように発光装置や発振器を取付けた
りして、光の場合は車両による遮光を検知し、また超音波の場合には車両の存在により変
化する反射波を捕らえて車両の有無を検知している。
【０００４】
　また、コイルを用いた磁界変化検出方式では、各駐車ブロックにコイルを埋設し、その
ブロックに車両が位置することによるコイルのインダクタンス変化を検出して車両の有無
を検知している。
【０００５】
　光遮断方式の車両検知装置としては、例えば特許文献１に開示されたものがあり、超音
波反射波検知方式の車両検知装置としては、例えば特許文献２に開示されたものがあり、
コイルを用いた磁界変化検出方式の車両検知装置としては、例えば、特許文献３に開示さ
れたものがある。
【特許文献１】特開２００４－１０２８６０号公報
【特許文献２】特開２００１－２２２７９１号公報
【特許文献３】特許第２５８７７４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の車両検知装置において、光遮断方式や超音波反射波検知方式では、ポールを建て
る必要があるため装置が大型になるという問題があった。
【０００７】
　また、ポールの低い位置に発光装置や発振器を組み込んだ場合には、いたずら等により
発光装置や発振器が破損することがある。また光遮断方式では、発光装置を天井等高い場
所に取付けて上述したいたずらを防ぐようにしても、受光部は床面に設置しなければなら
ず、受光部が破損したり、汚れにより受光部が塞がれて誤動作する可能性もある。
【０００８】
　また、コイルを用いた磁界変化検出方式では、コイルは地中に埋設されるので破損は防
止できるが、コイルが大型になるため場所を取るという問題がある。
【０００９】
　そこで本発明は、従来の車両検知装置と比較して小型で破損から保護することができ、
車両のみならず人体等も含む物標を検知する物標検知装置を提供することを目的とする。
【００１０】
　また、物標の有無だけでなく、その方向も検知できる物標検知システムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
マイクロ波信号を発生するマイクロ波発振器と、前記マイクロ波信号を送信する送信アン
テナと、前記送信アンテナから送信された前記マイクロ波信号が物標で反射された信号を
受信し受信信号を出力する受信アンテナと、前記送信信号と前記受信信号を混合して検波
信号を出力する検波手段と、前記検波信号をＡ/Ｄ変換して検波データを出力するＡ/Ｄ変
換器と、前記検波データに基づき物標の存在の有無を判定する演算処理手段とを具備する
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物標検知装置を少なくとも２台配置した物標検知システムであって、物標が存在しない状
態で検出される検波データと物標が存在する状態で検出される検波データとの差を求める
ことにより得られる第１の信号ベクトル成分（ｘ）を出力する第１の物標検知装置と、物
標が存在しない状態で検出される検波データと物標が存在する状態で検出される検波デー
タとの差を求めることにより得られる第２の信号ベクトル成分（ｙ）を出力する第２の物
標検知装置と、前記第１の信号ベクトル成分（ｘ）と前記第２の信号ベクトル成分（ｙ）
との位相差を求め、この位相差に基づいて物標の方向を判定する演算処理装置とを具備す
ることを特徴とする物標検知システム。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の物標検知装置は、マイクロ波を利用するので従来の車両検知装置と比較して装
置の小型化が可能であり、また、マイクロ波は透過性を有するのでマイクロ波センサーに
カバーを装着できるので破損から保護することができる。
【００１５】
　また、本発明の物標検知システムによれば、２台配置した物標検知装置それぞれが出力
する信号ベクトルの位相差を求める演算処理を行うことにより、物標の有無だけでなく、
その方向も検知することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下本発明の物標検知装置及び物標検知システムの一実施例を、図面を参照して説明す
る。
【００１７】
　[第一実施例]
　図１は本発明の物標検知装置の第一実施例の構成を示したものである。
【００１８】
　本実施例の物標検知装置１００は、マイクロ波信号１ａを発生するマイクロ波発振器１
と、マイクロ波信号１ａを第１の分配信号ｖ１と第２の分配信号ｖ２とに分配する電力分
配器２と、第１の分配信号ｖ１を第１の基準信号ｕ１と第１の送信信号ｚ１とに分ける第
１の方向性結合器３１と、第２の分配信号ｖ２を第２の基準信号ｕ２と第２の送信信号ｚ

２とに分ける第２の方向性結合器３２と、第１の送信信号ｚ１と第２の送信信号ｚ２とを
結合して第３の送信信号４ａを出力する電力結合器４と、第３の送信信号４ａを送信する
送信アンテナ５と、送信アンテナ５から送信された第３の送信信号４ａが物標６で反射さ
れた信号を受信し第１の受信信号ｗ１を出力する第１の受信アンテナ７１と、送信アンテ
ナ５から送信された第３の送信信号４ａが物標６で反射された信号を受信し第２の受信信
号ｗ２を出力する第２の受信アンテナ７２と、第１の基準信号ｕ１と第１の受信信号ｗ１

が入力され第１の検波信号８ａを出力する第１の検波器８１と、第２の基準信号ｕ２と第
２の受信信号ｗ２が入力され第２の検波信号８ｂを出力する第２の検波器８２と、第１の
検波信号８ａを増幅する第１の増幅器９１と、第２の検波信号８ｂを増幅する第２の増幅
器９２と、第１の検波信号８ａをＡ/Ｄ変換して第１の検波データｘを出力する第１のＡ/
Ｄ変換器１０１と、第２の検波信号８ｂをＡ/Ｄ変換して第２の検波データｙを出力する
第２のＡ/Ｄ変換器１０２と、ＲＯＭ及びＲＡＭを内蔵し、第１及び第２の検波データｘ
，ｙを処理して物標６の有無を判定するＣＰＵ１２とを備える。
【００１９】
　なお、第１及び第２の検波器８１，８２としては例えばダイオードを使用し、第１及び
第２の増幅器９１，９２としては例えばオペアンプを使用する。
【００２０】
　なお、図１に示す回路は図２に示すように送信アンテナ５と第１及び第２の受信アンテ
ナ７１，７２を同一平面内に配置したアンテナ部の後面内に配置して実施するが、第１及
び第２のＡ/Ｄ変換器１０１，１０２とＣＰＵ１２を使用して物標６の存在の有無を判定
するアルゴリズムは遠隔にあるコンピューターで実施する。
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【００２１】
　ここで、本実施例の物標検知装置１００の基本動作を説明する。マイクロ波発振器１は
マイクロ波信号１ａを発生して電力分配器２に供給する。電力分配器２はマイクロ波信号
１ａを第１の分配信号ｖ１と第２の分配信号ｖ２とに分配し、第１の分配信号ｖ１，第２
の分配信号ｖ２をそれぞれ第１及び第２の方向性結合器３１及び３２に供給する。第１の
方向性結合器３１は第１の分配信号ｖ１を第１の基準信号ｕ１と第１の送信信号ｚ１とに
分け、第１の送信信号ｚ１を電力結合器４に供給し、第２の方向性結合器３２は第２の分
配信号ｖ２を第２の基準信号ｕ２と第２の送信信号ｚ２とに分け、第２の送信信号ｚ２を
電力結合器４に供給する。電力結合器４は、第１の送信信号ｚ１と第２の送信信号ｚ２と
を結合して第３の送信信号４ａを送信アンテナ５に供給する。
【００２２】
　次に、送信アンテナ５は第３の送信信号４ａを物標６に対して照射し、第１及び第２の
受信アンテナ７１，７２は第３の送信信号４ａの照射を受けた物標６で反射された信号を
受信して、それぞれ第１及び第２の受信信号ｗ１，ｗ２を出力する。第１の検波器８１に
は第１の基準信号ｕ１と第１の受信信号ｗ１が入力されて第１の検波信号８ａが出力され
、第２の検波器８２には第２の基準信号ｕ２と第２の受信信号ｗ２が入力されて第２の検
波信号８ｂが出力される。第１及び第２の増幅器９１，９２は第１及び第２の検波信号８
ａ，８ｂをそれぞれ増幅して第１及び第２のＡ/Ｄ変換器１０１，１０２に供給する。
【００２３】
　そして、第１及び第２のＡ/Ｄ変換器１０１，１０２は第１及び第２の検波信号８ａ，
８ｂをＡ/Ｄ変換して第１及び第２の検波データｘ，ｙをＣＰＵ１２に供給する。
【００２４】
　そして、ＣＰＵ１２は、ＲＯＭに記憶されている後述の演算処理を行うプログラムに従
って処理を実行し、ＲＡＭによって後述のオフセット電圧を一時記憶する。
【００２５】
　ここで、本実施例の物標検知装置１００の物標検知手順を、図４に示すフローチャート
を参照して説明する。なお、図４に示すフローチャートは演算プログラムとしてＲＯＭに
記憶されている。
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　次に、第１及び第２の検波データｘ，ｙから物標の有無を検出する方法を図３に示すベ
クトル図を参照して説明する。
【００２６】
　第１及び第２の検波データｘ，ｙは、
ｘ＝ｂ１＋ａｃｏｓ（２βＲ＋θ１）　　　　　　　　　　　　　（数式１）
ｙ＝ｂ２＋ａｃｏｓ（２βＲ＋θ２）　　　　　　　　　　　　　（数式２）
と表される。ここで、ｂ１，ｂ２は直流オフセット電圧、ａは物標反射波の受信信号の振
幅に比例した項、β＝２π/λ０、λ０は周波数ｆ０の波長であり、ｆ０＝２４ＧＨｚの
ときλ０＝１．２５ｃｍである。
【００２７】
　また、位相θ１，θ２は第１及び第２の受信信号ｗ１，ｗ２が第１及び第２の検波器８
１，８２に至るまでに長さｌ１，ｌ２の導波路を通過するときに受ける位相変化であり、
θ１＝βｇ　ｌ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（数式３）
θ２＝βｇ　ｌ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（数式４）
である。ここで、βｇ＝２π/λｇ、λｇは導波路上の波長である。
【００２８】
　いまｌ１，ｌ２による位相量として例えば、

【数１】

【００２９】
に選べば、
ｘ＝ｂ１＋ａｃｏｓ２βＲ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（数式６）
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ｙ＝ｂ２＋ａｓｉｎ２βＲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（数式７）
となる。これらをまとめてベクトルで表現すれば、
【数２】

【００３０】
である。

【００３１】
　したがって、図３（ｃ）に示したように半径αの円を設け、（数式１２）があるレベル
α以上となるかどうかで物標６の有無が判定できる。
【００３２】
　すなわち、

【数３】

【００３３】
であれば車や人などの物標６が存在していると判定し、
【数４】

【００３４】
であれば物標６は存在しないと判定する。
【００３５】
　本実施例の物標検知装置１００はマイクロ波を利用するので、従来のような光遮断方式
、超音波反射波検知方式、コイルを用いた磁界変化検出方式の車両検知装置と比較して装
置の小型化が可能であり、また、マイクロ波は透過性を有するのでマイクロ波センサーに
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カバーを装着できるので破損から保護することができる。
【００３６】
　なお、図１では受信アンテナを２個用いたが、それらの間隔は波長λ０に比べて十分小
さいか、又は図２のアンテナ配置を垂直に用いる。また図５に示すように電力分配器１３
を用いれば１個の受信アンテナ１４だけでよい。
【００３７】
　[第二実施例]
　図６は本発明の物標検知装置の第二実施例の構成を示したものである。なお、図１に示
した第一実施例の構成と同一構成には同一符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００３８】
　本実施例の物標検知装置６００は、マイクロ波発振器１と、送受信兼用のアンテナ５１
と、マイクロ波発振器１とアンテナ５１とを結ぶ導波路上に設置されたＮ個の検波部Ｋ１

～ＫＮと、検波部Ｋ１～ＫＮにそれぞれ接続されたＮ個の増幅器Ｆ１～ＦＮと、増幅器Ｆ

１～ＦＮにそれぞれ接続されたＮ個のＡ/Ｄ変換器ＡＤ１～ＡＤＮと、ＣＰＵ１２とを備
える。
【００３９】
　なお、検波部Ｋ１～ＫＮはダイオードＤ１～ＤＮと、ダイオードＤ１～ＤＮそれぞれの
出力側に一端が接続され他端が接地された負荷用抵抗ｒ１～ｒＮとから構成される。
【００４０】
　ここで、本実施例の物標検知装置６００の基本動作を説明する。マイクロ波発振器１は
マイクロ波信号１ａを発生する。このマイクロ波信号１ａは送信信号ｅｔと同時に基準信
号ｅl１～ｅlＮとして働く。
【００４１】
　そして、アンテナ５１は、物標６に対して送信信号ｅｔを照射し、また、送信信号ｅｔ

の照射を受けた物標６で反射された信号を受信して受信信号ｅｒを出力する。
【００４２】
　検波部Ｋ１～ＫＮには基準信号ｅl１～ｅlＮと受信信号ｅｒ１～ｅｒＮが入力されて検
波信号ｅ１～ｅＮが出力される。
【００４３】
　その後、増幅器Ｆ１～ＦＮは検波信号ｅ１～ｅＮを増幅してＡ/Ｄ変換器ＡＤ１～ＡＤ

Ｎに供給し、Ａ/Ｄ変換器ＡＤ１～ＡＤＮは検波信号ｅ１～ｅＮをＡ/Ｄ変換して検波デー
タｘ１～ｘＮをＣＰＵ１２に供給する。ＣＰＵ１２は第一実施例と同様の処理を行う。

【数５】

【００４４】
　本実施例は、導波路上に検波部Ｋ１～ＫＮを置いたもので、第一の実施例と同様の効果
が得られる。
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　しかし、一般にはこのような正確な設定は困難であるので、十分な数のＮ個所（Ｎ≧２
）に検波部を設置し、それらＮ個の検波出力を用いれば物標の存在の判定がより確実にな
る。
【数６】

【００４６】
　次に、本発明の物標検知システム８００の一実施例を、図７～図１０を参照して説明す
る。
【００４７】
　[第三実施例]
　図８は本発明の物標検知システム８００の第三実施例の構成を示したものである。
【００４８】
　本実施例の物標検知システム８００は、適当な間隔で配置された第１及び第２の物標検
知装置１００Ａ，１００Ｂと、第１及び第２の物標検知装置１００Ａ，１００Ｂに接続さ
れた演算処理装置１５を備える。
【００４９】
　なお、第１及び第２の物標検知装置１００Ａ，１００Ｂはともに図１の物標検知装置１
００と同一の構成である。図８中の各部分の符号は、図１の各部分の符号の後ろに、第１
の物標検知装置１００ＡについてはＡを、第２の物標検知装置１００ＢについてはＢを付
加したものであり、それぞれが図１の物標検知装置１００の各部分と同じ部分であること
を示す。

【００５０】
　そして、演算処理装置１５は、後述の演算処理を行うプログラムに従って処理を実行す
る。
【００５１】
　次に、本実施例の物標検知システム８００の物標検知手順を、図７に示すフローチャー
トを参照して説明する。なお、図７に示すフローチャートは演算プログラムとして演算処
理装置１５に記憶されている。
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【００５２】
　図１０に示す位相差Δθは、

【数７】

【００５３】
とおけば、
【数８】

【００５４】
から計算でき、
Δθ＝β（ＲＢ－ＲＡ），β＝２π/λ０　　　　　　　　　　　　（数式１９）
となる。ここで、ＲＡ，ＲＢは第１及び第２の物標検知装置１００Ａ，１００Ｂから物標
までの距離である。
【００５５】
　物標の位置座標を（Ｘ，Ｙ）、第１の物標検知装置１００Ａの座標を（ｄ，０）、第２
の物標検知装置１００Ｂの座標を（－ｄ，０）、原点から物標までの距離をＲ０とし、ｄ
≪Ｒ０とすれば、
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【数９】

【数１０】

【数１１】

【００５６】
で表される。
【００５７】
　したがって、（数式１９）は、

【数１２】

【００５８】
となる。
【００５９】
　よって、Ｘの正負で方向が判定でき、Δθ＞０のとき物標は右側、Δθ＜０のとき物標
は左側、Δθ＝０のとき物標は正面となる。
【００６０】
　上記説明したように、本実施例によれば、２台の物標検知装置を配置し、それぞれの物
標検知装置において検出した反射信号の信号ベクトルの位相差を求めるので、物標の有無
だけでなく、その方向も検知することができる。
【００６１】
　なお、本実施例では２台の物標検知装置を使用したが、３台以上の物標検知装置を使用
して行うこともできる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の物標検知装置の第一実施例の構成を示す概略図である。
【図２】図１に示した物標検知装置の送信アンテナと受信アンテナの配置を示す概略図で
ある。
【図３】図１に示した物標検知装置で物標の有無を判定する方法を説明するベクトル図で
ある。
【図４】図１に示した物標検知装置で物標の有無を判定する手順を示すフローチャートで
ある。
【図５】図１に示した物標検知装置において受信アンテナを１つで構成する場合の受信ア
ンテナと電力分配器の構成を示す概略図である。
【図６】本発明の物標検知装置の第二実施例の構成を示す概略図である。
【図７】本発明の物標検知システムの第三実施例において物標の存在する方向を判別する
手順を示すフローチャートである。
【図８】本発明の物標検知システムの第三実施例の構成を示す概略図である。
【図９】本発明の物標検知システムの第三実施例における第１及び第２の物標検知装置と
物標の位置関係を示す図である。
【図１０】本発明の物標検知システムの第三実施例において第１及び第２の物標検知装置
が検出した信号ベクトルとそれぞれのベクトルの位相差の関係を示す図である。
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【符号の説明】
【００６３】
１　マイクロ波発振器
２　電力分配器
３１　第１の方向性結合器
３２　第２の方向性結合器
４　電力結合器
５　送信アンテナ
５１　アンテナ
６　物標
７１　第１の受信アンテナ
７２　第２の受信アンテナ
８１　第１の検波器
８２　第２の検波器
９１　第１の増幅器
９２　第２の増幅器
１０１　第１のＡ/Ｄ変換器
１０２　第２のＡ/Ｄ変換器
１２　ＣＰＵ
１３　電力分配器
１４　受信アンテナ
１５　演算処理装置
１００　物標検知装置
６００　物標検知装置
８００　物標検知システム
Ｋ１～ＫＮ　検波部
Ｄ１～ＤＮ　ダイオード
ｒ１～ｒＮ　負荷用抵抗
Ｆ１～ＦＮ　増幅器
ＡＤ１～ＡＤＮ　Ａ/Ｄ変換器
１００Ａ　第１の物標検知装置
１００Ｂ　第２の物標検知装置
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【図５】

【図６】
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